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第十八改正日本薬局方における元素不純物管理の取込みに伴う 1 

医薬品各条からのヒ素試験の削除について(意見募集) 2 

第十八改正日本薬局方における元素不純物管理の取込みに伴い、第十八改正日本薬局方第二追補にて以下の品目の医薬品各条のヒ素3 

試験を削除する改正を行います。 4 

医薬品各条の部において，次の品目の純度試験のヒ素の目を削り，以降を繰り上げる． 5 

対象品目 6 

亜硫酸水素ナトリウム 7 

乾燥亜硫酸ナトリウム 8 

グリセリン 9 

濃グリセリン 10 

軽質無水ケイ酸 11 

ケイ酸マグネシウム 12 

ステアリン酸カルシウム 13 

ステアリン酸ポリオキシル40 14 

ソルビタンセスキオレイン酸エステル 15 

乾燥炭酸ナトリウム 16 

炭酸ナトリウム水和物 17 

白糖 18 

パラフィン 19 

流動パラフィン 20 

軽質流動パラフィン 21 

ピロ亜硫酸ナトリウム 22 

ブドウ糖 23 

プロピレングリコール 24 

メグルミン 25 

モノステアリン酸アルミニウム 26 

ヨウ化ナトリウム 27 

 28 

 29 


